
  

京都市自主防災組織活動助成金交付事務フローチャート 
 自主防災会長 消防署長等 消防局 
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返納金がある場合は 
※の手続が必要です。 

受理 内容審査 

受領 

自主防災組織活動助成金実績報告書
（第７号様式） 
自主防災組織活動結果報告書（第８号
様式）【最終期限︓翌年度４月３０日】 

最終活動日から３０日以内に提出 

受理 内容審査 

交付確定 
自主防災組織活動助成金交付
確定通知書（第９号様式） 

受領 

自主防災組織活動助成金変更承認申
請書（第４号様式） 
通常は活動日の１６日前までに提出 

経由 

受理 

変更承認 
自主防災組織活動助成金変更
承認決定通知書（第５号様式） 受領 

経由 

経由 

経由 

自主防災組織活動助成金交付申請書
（第１号様式） 
通常は活動日の１６日前までに提出 

交付決定 
自主防災組織活動助成金交付
決定通知書（第２号様式） 

内容審査 

請求書（第３号様式の１） 
もしくは、 

請求書（第３号様式の２） 
受領 

助成金受領 

支払通知書受領 

支払通知書と印鑑（請求書に押印した
もの）を持参し、市役所へ 

市役所会計室出納担当 
（受付 平日 9 時〜16 時） 

※返納通知書を送付 

経由 

※返納手続 

活動計画に追加や変更が生じた場合 

精算書（第１０号様式） 受領 

精算処理 ※返納通知書領収書の写し 

助成金に係る全活動が終了 

※ 交付金額に変更があった場合は、必要な手続を行ってください。 
助成金額が追加された場合は請求が、返納がある場合は金融機関で返納手続が必要です。 

支払事務 
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